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令和３年度第２回宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会議事録 

 

日 時 令和４年２月１０日（木）      

午後１０時から正午まで       

場 所 宮城県庁行政庁舎４階 特別会議室  

 

司会  本日は，お忙しい中，御参加いただきありがとうございます。 

開会前ではありますが，本日の会議について，御連絡申し上げます。本日の会議

は，新型コロナウイルス感染症の感染防止対策といたしまして，会議室で出席され

る皆様には，御発言の際も含め，会議中のマスクの着用をお願いしております。ま

た，消毒液の設置のほか，マイクの消毒，定期的な換気を行わせていただきます。

御不便をおかけいたしますが，御理解と御協力をお願いいたします。 

 

［開会・あいさつ］ 

司会  初めに，本審議会は，１８名の委員により構成されておりますが，本日は，現時

点で，１４名の出席をいただいております。宮城県再生可能エネルギー等・省エネ

ルギー促進条例第１７条第８項の規定により，本審議会の成立条件である，委員の

半数以上の出席をいただきましたことから，本日の会議は有効に成立しておりま

す。また，本審議会は，情報公開条例第１９条の規定により，公開で行うこととし

ておりますので，御了承願います。 

それでは，議事に移る前に，本日の配付資料を確認させていただきます。事前に

お送りしております資料として，資料１が，枝番の１から７まで，資料２が，枝番

の１から４までございます。また，参考資料が，１から３までございます。さら

に，本日，追加で机上にお配りしております資料といたしまして，次第と席次表を

配付しております。また，委嘱状につきましても配付しておりますので，御確認を

お願いいたします。資料に不足等はございませんでしょうか。 

それでは，開会に当たりまして，宮城県環境生活部長の鈴木から御挨拶を申し上

げます。 

 

鈴木部長  （挨拶） 

 

 

司会  続きまして，本日は，委員改選後，初めての顔合わせでございますので，本日初

めて御出席賜りました委員を御紹介させていただきます。県民公募委員の佐藤憲司

様でございます。 

 

佐藤憲司委員  佐藤と申します。よろしくお願いします。 

 

［議事］ 

（議事（１）会長及び副会長の選出について） 

 

司会  それでは，最初の議事といたしまして，本審議会の会長及び副会長の選出を行い

ます。会長，副会長が選出されるまでの間は，環境生活部長の鈴木を仮の議長とし

て進めさせていただきます。それでは，鈴木部長よろしくお願いいたします。 
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仮議長  それでは，暫時，進行役を務めさせていただきたいと存じます。 

宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進条例第１７条第４項では，会長及

び副会長は，委員の互選によるものとなっております。皆様から自薦他薦のお声を

いただきたいと存じますが，いかがでございますでしょうか。 

 

後藤委員  事務局案はありますか。 

 

仮議長  ただ今，事務局案という声がありましたが，いかがでしょうか。事務局から，何

かありますか。 

 

菊地室長  事務局でございます。事務局案といたしましては，会長につきましては，東北大

学大学院環境科学研究科教授の和田山智正委員にお願いをしたいと考えておりま

す。また，副会長につきましては，一般社団法人東北経済連合会常務理事の佐藤信

康委員に引き続きお願いをしたいと考えておりますが，いかがでしょうか。 

 

仮議長  ただ今，事務局の方から，会長を和田山委員に，副会長を佐藤信康委員にお願い

したいとの提案がありました。いかがでしょうか。御異議がなければ，拍手をもっ

て御承認ということでお願いします。 

 

      （拍手） 

 

仮議長  ありがとうございます。それでは，御異議なしということでありますので，会長

に和田山委員，副会長に佐藤信康委員を選出することとさせていただきます。 

それでは，ここで進行役の任務を終えたいと思います。 

 

司会  皆様，御協力ありがとうございました。 

会長，副会長が選出されましたので，会長は，お席に御移動をお願いいたしま

す。 

それでは，和田山会長，佐藤副会長より一言御挨拶をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

和田山会長  ただ今御指名に預かりました東北大学大学院環境科学研究科の和田山でございま

す。微力ながら，この審議会の円滑な議事運営に努めて参りますので，各委員の皆

様方にも，どうぞ御協力お願い申し上げます。 

各委員の皆様方には，まずは，宮城県民としての目線に御配慮いただきまして，

専門的で貴重な知見をコメントとして，御意見として賜りたく存じます。また，事

務局の皆様方には，この審議会で出た意見を可能な限り汲み上げていただいて，実

のある施策として形作りをお願いしたいと存じますので，どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

司会  佐藤副会長お願いいたします。 

 

佐藤信康委員  東北経済連合会の佐藤でございます。この審議会が有効な，有意義な審議会とな

るよう，微力ながら力を尽くさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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司会  ありがとうございました。ここからの議事進行につきましては，和田山会長に議

長をお願いしたいと存じます。和田山会長よろしくお願いいたします。 

 

（議事（２）審議事項 ①「再生可能エネルギー・省エネルギー計画」の見直しについて） 

 

和田山会長  それでは，議長を務めさせていただいて，議事次第に従って進めていきたいと思

います。 

まず最初に，議事の（２）審議事項①「再生可能エネルギー・省エネルギー計

画」の見直しについて，事務局の方から御説明をお願いします。 

 

菊地室長  （資料１，資料１－１～１－７により説明） 

 

和田山会長  どうもありがとうございました。 

ただいま，議事（２）審議事項①「再生可能エネルギー・省エネルギー計画」の

見直しについて，事務局から御説明がありました。まず，委員の皆様方から御意見

を頂戴するわけですけれども，名簿順に指名させていただきます。ただ，審議の進

め方，時間の関係もございますので，大変恐縮ではございますけれども，各委員

２分程度で御意見を頂戴したく存じます。 

それでは，まず初めに，名簿順ということで，板委員の方からよろしくお願いし

ます。 

 

板委員  御説明ありがとうございました。 

新しい指標を検討されているということで，分かりやすさを強調する上で良いと

思いますが，他県との比較もしやすくするということで，地域によっての人口差も

ありますので，全体像で見せていくのか，県民一人当たりの数値にして，より実数

的な比較がしやすいようにするのかも含めて御検討いただきたいと思います。 

省エネルギーの削減量を部門ごとに設定するという，現在よりも細かく設定され

るのかなというイメージで伺っておりましたが，どこまで細かく部門を設定される

のか分からないので推測でお話しさせていただく形になってしまいますけれども，

やはり，取り組みやすい産業部門とか，経済的，技術的に導入しにくい部門など，

色々あると思います。各種指標等で按分してとありますけれども，それが絶対的な

数値ではないような，目標値ということであろうとは思いますけど，その計算方

法，指標の使い方というところの透明性は確保して計算，目標値を設定していただ

きたいと思いました。私からは以上です。 

 

和田山会長  どうもありがとうございます。質問に対する回答については，後でまとめていた

だくということで御了承いただきたいと思います。 

ここで，鈴木部長が公務の都合で退席されますので，御了承いただきたいと思い

ます。 

 

鈴木部長  審議の途中ではございますが，退席させていただきます。以降よろしくお願いい

たします。 

 

和田山会長  続いて，奥村委員お願いします。 

 

奥村委員  ２０５０年カーボンニュートラルの大前提は，省エネの徹底と，再エネの主力電
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源化，最大限の導入ということになっています。今回，新しい目標指標として，事

業者，住民の取組を促す施策の目標としての「省エネルギーによるエネルギー消費

量の削減量」，それと，再エネの導入，利用を促す施策の目標としての「再生可能

エネルギーの導入量」，これは今回，ｋＷ単位のものが提案されていますが，国，

県の方針，整合的だと思いますし，県民にとっても分かりやすい目標指標であると

考えます。 

また，施策について，資料１－３の中には，現行の実施状況から見えてくる課題

を踏まえたものが今書かれていますが，この中で，運輸部門というところは，非常

にこれから電化の取組が加速していくのではないかと考えております。 

例えば，ＥＶの利用ということで，今後，自動運転技術の進展を見据えて，単に

移動手段としてではない利用の仕方も入ってきますし，また，ラストワンマイルで

の商用車の利用ということもあるかと思います。 

水素については，２０３０年までだとまだ実用にはなっていないかと思います

が，ＦＣトラックやＦＣバスの実証事業は考えられると思いますし，そういった政

策もあり得るかなと思っております。 

この政策について，前回もコメントしたことですけれども，今，国の方でも，グ

リーンエネルギー戦略の策定の議論がありまして，ここでは，需要側の視点に立っ

て，事業者，国民一人一人の生活スタイルをどうカーボンニュートラルに転換して

いくか，という道筋の取りまとめをしております。ここと整合を図るような形で，

施策の検討していただければと思っております。以上です。 

 

小野田委員  御説明どうもありがとうございます。 

大きく２点について，簡単にコメントさせていただきたいと思います。 

脱炭素先行地域の話がありましたが，全国の状況を見ていると，申請そのものを

断念する自治体さんが増えているという状況です。やはり，求められている要件が

非常に厳しいということもあるので，そういった中で，広域行政をしている県が，

どうやって市町村と連携していくかというのは重要なポイントになってくると思い

ます。地域特性を出した計画であってほしいなという思いがありますので，再エネ

がたくさんある地域，或いは都市部も抱えていらっしゃいますので，そういったと

ころのメリハリをつけた計画を御検討されると良いのではないかと思います。 

２点目は，新しいライフスタイルについてです。働き方，エネルギーの使われ方

が変わってきますので，エネルギーの需要という面では大きく影響します。そう

いったところと，脱炭素，カーボンニュートラルを合わせていくという取組を御検

討いただくと良いのではないかと思いました。私からは以上です。 

 

木村委員  宮城県バス協会の木村でございます。御説明ありがとうございました。 

今回，新指標案のコンセプトということで，県民，それから事業者が，その意味

を理解できる分かりやすい指標，国や他県と比較が可能な指標ということで，再生

可能エネルギーの導入量，これをｋＷ単位のものを新設する提案がありました。

我々一般の県民としましては，ＴＪより単位としては非常に馴染みやすいと感じて

おります。 

質問ですが，県の目標となる指標というのは，どんなものがあるか教えていただ

きたいというのと，それから，目標設定の考え方にある宮城県の独自施策の上乗せ

分というのがあり，それを検討するということですが，独自施策というのは，どの

ようなものがあるのかお聞かせ願いたい。 

それから，資料１－２の基本的方向性案のところで，検討の方向性ということ
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で，下のマルの方に，山間部の風力，地熱発電，それから，水素エネルギーの利活

用とありますけれども，洋上の風力発電の記載はない。こちらは，採算性の課題で

断念されたということは承知しておりますが，長期的には，この洋上風力発電を巡

る環境等も変わってくると思われますので，今後も継続して検討する必要はないの

かなと思いました。 

それから，重点対策としては，先程，奥村委員からのお話にもありましたけれど

も，陸上交通におきましては，ＥＶ，電気自動車の導入コストが下がってきており

ますので，これを重点対策の方に入れていただければと思いました。 

それから，最後の質問です。資料１の，事業の促進区域の設定というところで，

除外すべき区域というのがあります。例えばどのような区域なのかが分からなく

て，設定することによって環境に悪影響を及ぼすようなところなのかと思います

が，その部分を教えていただければと思います。以上です。 

 

後藤委員  東北電力宮城支店の後藤でございます。御説明ありがとうございました。 

新しい目標指標の基本的方向性ということで，宮城県の地理的な条件や風況等を

考慮しますと，２０３０年までの短期的には，省エネの推進，リードタイムの短い

太陽光発電の普及という記載があります。ただ，太陽光発電においては，御存知の

ように，近年の大量導入によって，時期によっては，需要と供給のバランス調整が

非常に難しい，ぎりぎりのところまで来ています。 

例年５月は日射量が一番多い時期ですが，特に，ゴールデンウィークにつきまし

ては，電力需要も減少しております。昨年５月のゴールデンウィークには，太陽光

の発電量が多く，出力制御の寸前まで行って，結果的には制御はしなかったもの

の，出力制御の可能性が非常に高まったと聞いております。 

再生可能エネルギーを有効活用していくには，ネットワーク，系統連係における

運用の見直し，或いは，基幹系統の整備，送変電設備の増強も進められておりま

す。資料１－３にも記載がありますように，蓄電池の活用ということも有効な手段

と思います。蓄電池はまだまだ高価なものですので，ぜひ，導入支援に向けた施策

をよろしくお願いします。 

 

佐藤和美委員  仙台市環境局の佐藤と申します。よろしくお願いします。 

私からは，３点意見を申し上げたいと思います。 

１点目は，資料の１－１についてです。目標設定の考え方において，県の

２０３０年度の温室効果ガス削減量が，国と同じ４６％削減を基本とするというこ

とでした。環境審議会で，なお議論されるというのは意に介しているのですが，こ

の中で，更にその下に，省エネルギーによるエネルギー消費量の削減量や，再生可

能エネルギーの導入量が，県の独自施策分を上乗せするというような記載もあるこ

とから，イメージとしては，国の４６％を更に上乗せして，県はその上を行くよう

な温室効果ガスの排出量の削減目標を立てるのではないかと，私は感じたものです

から，その辺りの整合をとることが必要になっているのではないかというのが１点

です。 

２点目は，資料の１－３に，新たな計画における施策案の中に，ＺＥＢに関する

記載がない。資料の１－４の中にも，ゼロエネルギー住宅・ビルの大量普及という

ような文言もあります。ＺＥＨはあるのですが，ＺＥＢが１つのポイントになるの

で，この新たな計画における施策にもＺＥＢという文言を明記した方が良いと思い

ます。おそらく内包しているという理解はあるのですが，明示されてはどうかと思

いました。 
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最後になりますが，資料１－５の促進区域に関する基準の中で，一番下に，ネガ

ティブリスト，つまり，除外すべき区域を中心として記載されていますが，その上

に，県独自の基準を，設定の是非を含めて検討ということは，国のネガティブリス

トの範疇に留まる可能性もあるというような検討をされるのか，その辺りの現時点

でのお考えがあれば教えていただきたい。 

 

佐藤憲司委員  県民公募委員の佐藤憲司です。よろしくお願いします。 

私が施策案等を読んだとき，推進，促進，支援という表現が入っているものです

から，こういったことに対する具体的な方策を考える方が良いと思い，今回，まと

めて参りましたので，読み上げたいと思います。 

私が，今まで温暖化対策のイベント活動を通じて感じたことを述べたいと思いま

す。イベントでは，多くの人から生の声を聞くことができますが，気になることが

ありました。それは，温暖化対策をするということは，現在の生活の質を落として

不自由な生活するのか,というイメージの話です。つまり，現行の快適な生活を，

昔に戻すというネガティブなイメージです。 

今回，大きな温室効果ガス削減の目標があり，これを達成させるために温暖化対

策を行えば，将来もっと豊かな生活ができ，生活の質の向上が図られ，新たな仕事

が生まれ，また，地球環境に貢献しているなどの,個人的な意識啓発を今以上に

図っていかなければならないと思います。具体的な啓発の組織の一つとして，公益

財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク，通称ＭＥＬＯＮがあり，活動を

行っておりますが，この組織を更に充実し，温暖化対策の取組を強化して，県民へ

の啓発，意識向上を図る必要があると思います。 

次に，太陽光発電の普及拡大です。太陽光発電の設置により，土砂災害等が発生

しやすくなる場所への設置規制を図るのは当然と思いますが，再生可能エネルギー

導入を促進するには，今後のまちづくりとして必要と考えます。 

例えば，太陽光発電を，現在，休耕田になっている場所へ補助金を出して設置す

ることも考えられると思います。更に，公共施設等に率先的に再エネを導入し，省

エネ化を推進することは必然として，今後も益々増える高齢者介護施設への設置も

考えられます。私も高齢者介護施設で働いておりますが，施設内には大勢の職員が

２４時間体制で働いております。給湯設備は，温度管理をしながら電気を使用する

ために，電気料金も膨大な金額になります。県内にも数多くある施設に設置するだ

けでも，ＣＯ２削減に貢献すると思います。 

また，太陽光発電の技術的進歩により，大きなビル，家屋に関わらず，屋上のみ

の設置だけではなく，壁面への設置も可能になると思います。太陽光を利用する有

用な設置場所を活用して，再生可能エネルギーの導入を行えば，県民の意識も大き

く変わっていくと考えます。 

最後に，ＣＯ２削減対策としての具体的活動ですが，現在以上に自転車導入を図

る考えです。今のところは，自動車を優先して作られていくと思いますが，朝夕の

交通渋滞は大きなＣＯ２の排出に繋がります。これの緩和策の１つとして，現在の

歩道を整備し，自転車，歩行者が動きやすいようにすれば，自動車から自転車に乗

り換える人も多くなると思います。また，専用の自転車道路を整備すれば，

ＣＯ２削減もできるし，健康にも寄与します。私は，現在は，私有車も廃車して，

自転車を使用していますが，これにより，ガソリン代の支払いもなく，健康にも良

いです。 

また，自転車に乗り始めてから，バスや地下鉄等の公共交通機関を，以前より多

く利用しているため，時間管理もシビアになり，天気予報も注目するようになりま
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した。冬の雪降りや雨降りの厳しい天気のときもありますが，二酸化炭素を排出し

ないので，地球環境に貢献しているという満足感はあります。以上でございます。 

 

佐藤信康委員  先程，菊地室長の方から，県の目標設定に関する考え方等について御説明いただ

きましたけれども，目標を決める最大の理由は，県民，或いは，県内の事業者の行

動変容を促すことだと思いますので，それに向けての基本的な方向性とか，コンセ

プトについては，非常によく考えられているので，理解できました。あとは，こう

いった目標設定の後に，どのようにそれを伝えていくか，伝え方が大事かと考えま

す。 

それからもう１つ，昨日，東北経済連合会の来年度の事業を議論する会合があり

まして，その中で，カーボンフリーの話にもなりました。宮城県内で，食品製造会

社を経営されている方のお話として，自分のところも，カーボンフリーに向けて，

再エネ由来の電力を使おうと考えて検討したところ，工場で使っている製造機械

が，実は，ガスとか石油などで動いていて，まだ電化にならないという実態があ

り，カーボンフリーに向けては，当然，設備投資というお金の問題と，やはり，少

し時間はかかる，ある程度期間が必要というお話がありました。 

今日の資料１－３に，新たな計画における施策案が色々書かれていて，これから

制度設計に入っていかれると思いますけれども，その制度設計に当たっては，今の

ような県内の事業者のお話，或いは，県民の方々のお話を聞く機会を，ぜひ県の方

には持っていただいて，そういった声を制度設計に反映していただくということも

大事かと思いました。 

東北経済連合会としても，これからカーボンフリーを進める中で，地域の経営者

の方々と意見交換する機会がありますので，そういったところで拾った声につきま

しては，県の方にも参考となるような意見をいただきましたら，共有させていただ

きたいと考えております。私から以上です。 

 

佐藤万里子委員  私も，ただ今の佐藤信康委員と同じような意見なのですが，如何に県民に広めて

いくかということが，重要なこれからの課題になるのかなと思います。 

重点対策といたしまして，資料１－４の５に，新県民会館をはじめとした県有施

設における率先垂範の実施という文言がありますが，県民会館とか，新しくこれか

らできる建物をどのように省エネ化していくか，エネルギーを取り込んでいくか，

というのは，目に見えて県民に分かるものだと思いますので，ぜひそういうものを

色々なところでアピールしていただいて，このようにするとこれだけ効果がありま

すとか，今度の新しい施設はこのようになりますというように，県民に分かるプラ

ンとして明示していただくと良いのではないかと思いました。 

それから，先日，県の２０２２年度の予算案が発表になり，新聞に，宮城県，岩

手県，秋田県などの目標が掲載されていたのですが，岩手県はグリーン社会の実現

を主な事業としており，秋田県では，カーボンニュートラルへの挑戦ということ

で，日常生活などに伴う温室効果ガス排出削減に，かなりの予算を取っているとい

うのを拝見しました。宮城県も予算は取っていると思いますが，県民が目にするよ

うな機会に，県としても省エネ等に力を入れていますというようなアピールをして

も良いのではないかと思いました。以上です。 

 

多田委員  資料１－１の新しく目標を掲げていただいているところの，言葉の使い方につい

ての意見です。新しく再生可能エネルギーの導入量（ｋＷ）（発電設備導入容量）

となっていて，このように設備を大きさとしてたくさん入れていくという目標を掲
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げたのは良いと思いますが，これまでの再生可能エネルギーの導入量は，実際に生

産して利用した量のことを言っていると思います。実際は，設備を導入しても，風

力発電とか，太陽光もそうですし，バイオマスもそうですけど，その大きさの機械

を入れても稼動できていない場合があって，２つの意味が違う数字になってしまい

ますので，同じ言葉では分かりにくいと思います。 

もし，新設の方を書き換えるのであれば，「再生可能エネルギー発電設備導入容

量」というように，「再生可能エネルギー導入量」の後に括弧書きするのではな

く，そのままちゃんと書いた方が良いと思います。これは，機械として，ポテン

シャルをどれくらい入れたかということの指標になると思います。 

それと，実際にこれまで指標に使っていた「再生可能エネルギー導入量」という

言葉ですけど，これは，生産された量，利用された量という言葉にしていただいた

方が，誤解がなくて良いと思いました。 

やはり，ＴＪという単位は分かりにくいかもしれませんが，実際には，発電設備

というのは電気だけ作るわけではなく，排熱も利用できて，そういう部分でも， 

ＣＯ２削減には大きく貢献できます。企業の方々の業種にもよると思いますが，農

業などでは，結構ハウスの加温に重油を使っていることもあり，熱利用をしている

ところもあるので，やはり熱と電気エネルギーを１つの単位で表せるＴＪというの

は，統計にも使われていますし，一般の方には分かりにくいかもしれないですが，

残していただければ良いなと思っています。以上です。 

 

松﨑委員  松﨑でございます。 

説明を伺っていて，非常に分かりやすく，資料もストーリーに則って上手く構成

されていて，大変ありがたく思っています。 

私たちもショッピングセンターですので，いわゆるテナントさんとなる，多数の

ショップの方々とのつき合いもありますけれども，皆さん非常に関心があります。

ただ，先程，佐藤副会長や佐藤万里子委員もおっしゃっていましたが，関心がある

けどどうやって良いか分からない，それから，具体的にどのように国や県が動くの

かというのもなかなか理解できない中で，非常に分かりやすいように教えていただ

きました。おそらく，まとめられる際には，全てのコンテンツをどれも落とさずに

書くので，また難しくなると思いますが，分かりやすいものを絞って，ぜひ啓発活

動をお願いしたいと思います。 

それから，要望が２つあって，１つは，事業者，それから家庭に対する目標をこ

れから割り振って目標に乗せてということで，それがやはり一番目に見えて分かり

やすくなると思いますが，目標設定のストーリー性をぜひ大事にお願いしたいと思

います。 

２つ目は，重点施策です。これを見て，非常に分かりやすかったです。佐藤万里

子委員は県有施設のモデル化に反応されて，私も同様です。もう１つ，太陽光が先

行されるということで，これは間違いない話だと思います。資料１－４の６に書か

れている，リサイクルと適正処理については，太陽光発電が増えたときに大きいパ

ネルをどうされるのかという懸念に対し，非常に分かりやすいメッセージなので，

なるべく分かりやすい枠組みを示していただくと，事業者としてもどんどんやるぞ

というふうになると思います。ぜひ，事業者の背中押し，家庭への普及啓発，そし

て全体での分かりやすさをお願いしたいと思います。 

 

松八重委員  全体的には，皆様が御指摘になられた部分に関しましては，同意をするところで

す。私の方からは，横連携を強めるような視点を加えていただければと思っており
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ます。 

全体的には，個々の要素に関しましては，国の動きとしてスタートするような形

で，且つ，宮城県において必要とするようなポイントも含まれているように感じて

おります。 

ただ，一方で，全体として低炭素，或いは省エネを考えるときには，例えば，輸

送に関しての低炭素を考えるときに，やはり都市計画，インフラをどのように整備

するのかという話もセットで考える必要があると思います。資料１－３には，サイ

クルシェア，カーシェアリングを推進と書いてあります。おそらく「エコタウン」

という言葉の中には，色々なものが含まれているかと思いますが，自転車の利用を

増やそうとした場合には，やはり道路交通網を自動車が走りやすいような形で整理

するというような，都市計画もセットで考える必要があると思っています。 

あとは，例えば，先程，バスとか，或いは車に関して電動化を進めていくという

お話がありました。水素に関しては既に明確に含まれていますが，電動車が増えて

いくことは，低炭素や省エネに繋がっていくと予想されますが，廃棄された電池を

利活用していくという取組に関しては，それを受けとめる都市計画があって，廃電

池が都市の電気を溜める役割を果たすということに繋がると思います。 

パッチワークでやっていくと，なかなかこの辺りと上手くいかず，ある程度電動

車の普及というものが見えていて，将来的には廃電池の排出も増えるだろうという

ことも予想されますので，ぜひ将来を含めた都市計画というものも，こういった計

画の中に含めていただくと大変よろしいかと感じました。私の方からは以上です。 

 

村上委員  網羅的に，バランス良くまとめてくださり，ありがとうございます。 

皆様が既に意見をお話ししてくださいましたので，私からは，狭いところでお話

をさせていただきたいと思います。 

温室効果ガス２０３０年まで４６％削減ということは，国民一人一人が，等し

く，２０３０年までに４６％削減しなければいけない。計算をしてみますと，毎年

６％強，推し進めていかなければならない。それが１年でも遅れてしまうと，次の

年にまたそれ以上の削減のための行動をしなければいけない。とにかく毎年毎年，

全国民が，着実に進めていくということが重要ということだと思います。私どもで

言うと，全県民が，ということだと思います。 

そのために，県民運動を起こす必要があろうかと思います。先程も，啓蒙活動と

いうお話がありましたが，具体的には，例えば，私どもの身近なところで言うと，

電気温水器やプロパンガスを一気に即刻廃止し，それをエコキュートに変えたとす

ると，削減量が，１台当たり４３ＧＪ変わってくるわけです。聞いた話ですと，日

本に約２５０万台の電気温水器があって，それは，原子力発電３．５基相当分の電

気を消費しているということです。それをエコキュート等に変えることによって，

大きく社会が変わっていくわけです。そういったところの補助金を出すとか，啓蒙

活動をするとか，古い冷蔵庫を出してください，それを変えますよ，というような

コンテストをするといった，まずは県民を動かす運動をしていただいて，削減を進

めていただきたいと思います。 

今，私が話しましたのが，まずは，２０３０年に向けてのバックキャスティング

で，毎年毎年の削減目標を明示するということです。そして，県民運動を起こす。

華々しい水素とか，これから未来へ向けて，ということもさることながら，最も大

切な家庭における電化設備の変更から始めていく，県民の意識を変えていく，とい

うところからお願いをしたいと思っております。以上です。 
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吉田委員  御説明ありがとうございます。 

他の委員の方と意見が被るところが多いと思いますが，特に，太陽光とか風力

発電とか，そういった再エネ導入に関して，景観への影響や災害が起こる可能性

があるということで，市民から大きく反対を受けるということもあるかと思いま

す。次の議事で，その点については，条例などのお話があろうかとは思います

が，県民や事業者の取組や協力というのは，進めていく上で重要だと思います。

今後，パブコメの募集もあるかとは思いますが，そういった意見を積極的に取り

入れていく必要があると思います。 

それから，御説明がありました，県民，事業者に分かりやすい指標を採用して

いくということも重要だと思います。私自身，省エネの普及啓発を行っています

が，なかなか県民の方に知られていないということが結構多いので，そういった

指標を採用した後に，今後どのように普及していくかということも，計画してお

く必要があると思いました。私からは以上です。 

 

和田山会長  これで，御参加の委員の方々から，御意見を一通り頂戴した形になりますが，皆

さんのお話をお伺いしていて思ったことは，施策にまとめていくに当たって，皆さ

んの意見はそのとおりだと思います。長期的な視点と，短期的な視点は，シームレ

スに整合していくというのは難しい問題であることは重々理解しているつもりです

が，まず，短期的な目標として，太陽光を中心にして進めていくというのは重要な

ことで，それは割と見えると思いますが，２０５０年まで視野に入れたときに，先

程，委員からも指摘があったように，ライフスタイルというのはどんどん変わって

いくと思います。そのライフスタイルの変容というのは，個人の問題でもあります

が，先程のお話にもあった，都市計画であるとか，インフラの問題であるとか，そ

ういった動きによっても県民の意識というのは変わってくる。そういう意味で，啓

発活動ということに対しても，分かりやすい説明，目標値の設定というのは，やは

り重要だとは思いますが，それに基づいて，日々こういう達成が続くと，こういう

将来があって，皆さんの生活はこういうふうに変わっていくと思いますよ，という

ビジョンみたいなものが，イラスト等であると良いと思いました。簡単ではないこ

とは重々理解していますし，オフィシャルな文書にそういうものを載せるのはどう

かとも思いますが，そういう視点で説明するときは，そういうものがあると良いと

思いました。 

なので，短期的な２０３０年という目標と，長期的な風力発電，地熱発電，水素

エネルギーというところの切り分けで，そこに向けて，まずは，こういう生活スタ

イルがあればこうなる，というような分かりやすい形で落とし込んでいっていただ

ければと思います。それで，２０５０年の方は，まだ先の話でもありますし，世界

情勢など，今後脱炭素の流れがどのように進展していくかというのは，状況を見な

いと何とも言えないところもあると，私個人的には思っていますので，その辺りも

含めて，風力発電，地熱発電，あとは，宮城の特性を生かした利用の仕方というこ

とを，謳えるか謳えないかは別にしても，そういう気持ちで取りまとめていってい

ただければと思っております。 

今日の御意見というのは，非常に貴重で，参考になると思い聞いていました。私

からは以上です。 

途中で質問が色々あったと思いますが，他県の目標と，宮城の分，或いはその上

乗せ部分，洋上風力についてはどうか，それから，これは私も思いましたが，除外

すべき地域であるとか，ネガティブ何とかというところについては，具体的に説明
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いただいた方がいいと思った次第です。以上です。 

菊地室長  皆さん，御意見いただきましてありがとうございます。 

まず，目標指標に関して，色々な御意見をいただきましたが，他県の状況につい

ては，長野県など，既に改正をしているところもありまして，長野県に関しては，

同じように再エネ導入量などを指標として入れています。先行して取り組んでいる

ところがまだ少ないところではあるのですが，ｋＷ（設備容量）についても，基本

的にはどこも目標値として入れていましたので，今回，分かりやすさという観点か

らも，我々もこちらを新設したいと考えているところです。導入量については，

ＴＪという表記も含めて，御意見をいただきましたので，また改めて，少し整理を

したいと考えております。 

実際の削減量などの部分については，現在，色々データ等を整理している状況で

す。その辺りのデータがないと，目標値について，これは達成可能なのかどうかと

いったことも判断しづらいだろうと思いますので，そういったデータも含めて，次

回の審議会で，こういう考え方で，こういう目標値にしたいと思っています，とい

うことを御説明したいと考えております。具体的な数値は次回お示しをさせていた

だければと思います。 

また，宮城県独自ということになりますと，施策の方の御意見を色々いただきま

したが，例えば，水素エネルギーに関しましては，我が県は，他県に比べて，先進

的に取り組んできたところですので，他の県にはない部分もあるかと思います。そ

ういったものを，各種揃えながら，施策に反映させていければと考えているところ

です。 

それから，洋上風力に関しての御意見もありましたが，一度，事業者が断念をさ

れたということがありましたけれども，他県，特に日本海側につきましては，現

在，洋上風力が事業化に向けて進んでいるという状況がありますので，今すぐとい

うのはなかなか難しいかもしれませんが，長期的に考えれば，県においても可能性

はあると思いますので，全て排除するというわけではなく，視野に入れながら可能

性を探って行きたいと思っています。 

それから，施策等に関しましては，ＥＶや蓄電池，或いはＺＥＢなど，様々な御

意見をいただきまして，大変参考になると我々も思っていたところです。脱炭素先

行地域など，そういったところも非常に重要なポイントだろうと思っております

し，また，会長からもお話がありましたライフスタイルの変容のほか，都市計画等

の御意見，あとは，県民への普及啓発が重要だということは，もっともだと思いま

すので，そういった御意見も踏まえながら検討していきたいと思います。 

それから，今回，参考としてお配りさせていただいた資料１－５の促進区域の基

準の設定についてです。これ自体は，都道府県におきましては，「市町村が定める

促進区域の設定に関する基準を定めることができる」ということで，必ず設定しな

ければならないというものではない，というのがまず１つございます。その中で，

一律に除外すべき区域というのは，例えば，国立公園などの自然環境に配慮をしな

ければいけないところ，そういったところに太陽光のような再エネ設備を作るのは

どうなのか，ということがありますし，例えば，土砂災害などのおそれがある危険

なエリアなど，除外すべきではないかというようなところは，現在，国でも，省令

で，パブリックコメントなどをしながら，確定をしているところでございます。た

だ，こちらについては，詳細について国のマニュアル等で示される予定になってい

ますが，それがまだ出ていないため，今はその検討を進めることができないという

状況でしたので，国の制度も踏まえながら，次回の審議会で，考え方をお示しした

いと考えております。そういった意味で，現段階では，その設定の是非を含めて，
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検討していくという状況です。以上です。 

 

和田山会長  御説明どうもありがとうございました。ここまでで，さらに御質問，御意見はご

ざいますでしょうか。 

ないようなので，審議事項の①については，これで終了としたいと思います。 

 

（議事（２）審議事項 ②（仮称）太陽光発電施設の設置等に関する条例の素案について） 

 

和田山会長  それでは，引き続きまして，議事（２）の審議事項②（仮称）太陽光発電施設の

設置等に関する条例の素案について，事務局の方から御説明をお願いします。 

 

菊地室長  （資料２，資料２－１～２－４により説明） 

 

和田山会長  どうもありがとうございました。 

ただいま，議事（２）の審議事項②（仮称）太陽光発電施設の設置等に関する条

例の素案について御説明いただきました。委員の皆様，御質問，御意見等ございま

したら，挙手をして御発言願いたいと思います。 

 

佐藤和美委員  この条例制定の趣旨，目的に関しましては，認識を一にするところですが，意見

を３点述べさせていただきます。 

まず，１点目は，資料２－１設置の規制区域ということで，土砂災害警戒区域，

いわゆるイエローゾーンの規制をしていただきたい旨を前回も申し上げました。こ

の資料の中には，「法令との整合性を図るため」というような文言もございます。

都市計画法の改正により，今年４月から，市街化調整区域内の，いわゆるイエロー

ゾーン等における開発や建築行為が原則禁止されることになると承知しておりまし

て，であれば，このイエローゾーンも，先程の考え方から言えば，この４つの規制

区域の中に，プラスしてもいいのではないでしょうか。 

更に，前回申し上げましたが，資料２－１に県内の太陽光発電施設などをお示し

いただきましたが，今回設定する４つの規制区域内で，どの程度ＦＩＴ認定若しく

はトラブル事例があるのか。件数が今回お示しいただけなかったのですが，この条

例を制定する規制の効果，目的達成の度合いを見る上でも重要な，定量的な数字に

なるというような理解のもとに，この資料の提供を求めたところですので，もし把

握されているのであれば，お願いしたい。それが１点目です。 

２点目は，資料の２－２について，第４の地域住民等への説明という項目があり

ますが，「地域住民等」となっているので，その範囲は不明ですけれども，できれ

ば，地域住民に身近な基礎自治体である市町村も何らかの形で加えられないか。つ

まり，私どもからも，この事業者に対して，意見を申し述べたいですし，これに基

づいて，事業者は必要な措置を講じるよう努めなければならない，というような建

付けになっているので，私ども自治体としては，地域の利益を守るために，事業者

に直接要請したいという意味で，御検討いただけないか，というのが２点目です。 

最後，今回のガイドラインの条例化により，適正な手続きの実効性を確保すると

いうような趣旨，目的となっております。資料２－２を見ますと，太陽光発電施設

の設置，それから，維持管理に関しての規定は，ガイドラインから抜き書きされて

いるように思うのですが，先程，エネルギー計画の中でも，今後，大量廃棄が懸念

される太陽光発電パネルのリサイクルと適正処理に向けた枠組みの検討という項目

も，重点対策として明示されておりますとおり，この条例の中には，設置と維持管
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理に加えまして，今後懸念される撤去，処分に関わる項目もガイドラインに基づい

て，この条例の中に明文化すべきではないか，というのが私の意見です。 

以上３点です。よろしくお願いします。 

 

和田山会長  どうもありがとうございます。事務局，いかがでしょうか。 

 

菊地室長  どうもありがとうございます。 

まず，１点目についてです。前回，この規制区域にどれぐらい設備があるのかと

いう質問をいただいておりまして，お答えしておらず大変申し訳ございませんでし

た。ＦＩＴの公表情報で公表されている施設の所在地を，地図上に落としてみた場

合，という条件付きでございますが，我々の方でこれをやってみたところ，

５０ｋＷ以上の太陽光発電施設で，規制区域で既に稼働していると思われるのは

８件でした。ただ，あくまで，現場に行って確認したわけではなく，そこのエリア

のどこに設置されているかも分からないため，本当にそのエリアなのかどうかとい

うのも定かではないという情報ではありますけれども，８件ほどは該当する可能性

があるという状況です。 

イエローゾーンも規制すべきという話がありましたが，都市計画法の改正につい

て，その内容を我々の方でも精査をしたいと思っていまして，それを踏まえながら

検討したいと思っています。他県の状況を見ても，そこまで加えているところと加

えていないところもありますし，この条例だけでそこまで含める必要があるのか，

やはりハード面のところで整合性があるのかどうかということがありますので，そ

の辺りを含めて検討させていただきたいと思います。 

それから，市町村を対象とした説明会を開催し，御意見を伺おうと思っていまし

たが，我々が得た情報を何らかの形で市町村の方に情報共有したいと考えておりま

す。そのやり方が，どうした方が良いか，事業者から市町村の方に出してもらい意

見をもらった方がいいのか，或いは県の方で一律に受けて，それを市町村の方に情

報提供した方が良いのか，その辺りの考え方については様々な意見をいただいてい

るところですので，市町村の意見を踏まえながら考えていきたいと思っておりま

す。 

それから，最後，パネルの処分の話がありました。今回，廃止届を出させるとい

うことを以って，まずは，その後の撤去，処分に向けた部分も指導もしていきたい

と思っております。こちらは，廃棄物の担当部局とも連携しながら，この条例の文

言に書くかどうかも含めて，どういった形でやっていくのかについて検討していき

たいと思います。規則やマニュアルといった運用でやっていくのか，それとも別な

ものでやっていくのか，そういったところも含めて検討していきたいと考えており

ます。以上でございます。 

 

和田山会長  佐藤委員，よろしいでしょうか。同じ自治体だと思いますので，連携を密にとっ

ていただいて，適正な形で進めていっていただきたいというふうに私からはお願い

申し上げます。 

他に御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

木村委員  バス協会の木村でございます。詳しい説明ありがとうございました。 

要望として２点お願いしたいと思います。 

今回のガイドラインの条例化は，災害リスクのある区域への設置に対する規制，

これが主な目的なのかなと理解していますが，先日，新聞報道で，太陽光発電によ
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る自然環境，生物への悪影響というのが載っていましたけれども，大変それも大き

な問題だなと思っていまして，難しいことだとは思いますが，この条例に盛り込む

ことはできないかと思っているのが１点です。 

それから，条例の素案に関して，第３の事業者の責務というのがありますが，稼

働後の問題解決のために，稼働後の苦情等への対応を確実に行わせる文言を，明文

化する必要はないのかと感じました。以上です。 

 

和田山会長  どうもありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

菊地室長  事業者に対して，稼動後の対応など，色々求めていきたい部分もありますので，

条例本文に書くかどうかについてはまた検討が必要ですが，こういった遵守事項の

中で書いていきたいと思います。 

 

和田山会長  苦情等の対応等も含めて，検討するということでよろしいですか。 

 

菊地室長  はい。 

 

和田山会長  ただ今の御回答ですが，いかがでしょうか。 

 

木村委員  はい。承知しました。 

 

和田山会長  他に，御質問，御意見等はございますか。 

 

奥村委員  まず，資料２－１で，事業計画の提出率が約６割とありましたが，昨年の８月か

ら，事業者のＦＩＴ認定の申請があった段階で，事業者名や設置場所などの情報

を，経済産業省から自治体，県さん，或いは実際の市町村さんに情報提供する運用

が始まっておりますので，当局としても，自治体の皆さんが早い段階から連携し

て，住民のトラブルの回避，スムーズな導入の拡大に繋げていきたいと思っており

ます。 

それともう１つ，私どももＦＩＴの認定の後に，事業者と住民の間のトラブルの

ケースが持ち込まれるというのが最近増えていますが，大体が，住民が知らない，

工事が始まって初めて住民が知るに至るというようなところが原因として多くて，

その状態だと住民と事業者との信頼関係ができていないので，後からいくら説明を

行っても，なかなか理解を得るというのが難しい状態になっているというケースが

結構あります。つまり，もう少し早い段階から，事業者と住民のコミュニケーショ

ンをとる必要があるかと思っています。資源エネルギー庁の出しているガイドライ

ンの中でも，事業計画の初期の段階からコミュニケーションにかかるという努力義

務規定はありますけれども，この宮城県さんの条例でも，第４の地域住民等への説

明というところで，この内容の説明というのは，後からやるというより，もう少し

早い段階の方が望ましいので，タイミング的なところも書いていただいた方が良い

と思っております。以上です。 

 

和田山会長  どうもありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

菊地室長  ありがとうございます。 

去年８月から運用開始したシステムにつきましては，我々も参考にさせていただ
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いているところです。ありがとうございます。 

また，事業者の説明について，早い段階からという話がありましたが，我々も，

なるべく早く，計画の初期段階から，住民とコミュニケーションを図っていただく

ことで，トラブルが未然に防げるのではないかと考えておりますので，その辺りも

含めながら，制度を詰めていきたいと考えております。ありがとうございます。 

 

和田山会長  他にございますでしょうか。 

 

後藤委員  東北電力宮城支店の後藤と申します。 

意見と質問をさせていただきます。意見は２つございます。 

意見の１つ目。本条例は必要な条例と思いますが，一方で，良好な，或いは適正

な事業の推進の妨げとならないよう，円滑な審査をお願いしたいと思います。 

意見の２つ目。第６条や第８条を見ると，設置，或いは維持管理等計画の変更時

の資料の記載の仕方等について，これは，別途，細則等で定められるかと思います

が，具体的な記載例を提示していただけるとありがたいという，実務的な要望で

す。例えば，６条だと，「軽微な変更を除き」とあります。この「軽微な変更」と

いうのは，解釈の違いによって，差異が生じる可能性があります。８条の維持管理

計画の内容については，現地では，ＦＩＴ認定の設備標識というものがあるそうで

すが，そこには，連絡先などが表示してあるので，この維持管理計画にはどういう

内容を記載すべきか，細則で定められるかもしれませんが，例示をしていただける

と大変ありがたいと思います。 

それから質問についてです。素人質問で大変恐縮ですが，いただいた資料や他の

自治体の先行事例を見まして，罰則について，過料は最大でも５万円以下，氏名等

の公表，となっています。これは実効性があるのか，というところをお聞きしたい

と思います。 

 

菊地室長  ありがとうございます。 

御意見いただきました，適正な事業の推進の妨げとならないようにというお話に

ついて，きちんと手続きを踏んで行っていただくということで，必ずしも全て規制

をかけるという意味ではありません。２０５０年脱炭素社会の実現に向けて，地域

と共生する太陽光発電事業の普及拡大という形で，我々は再エネ導入を進めていか

なければならない立場にあると思っていますので，そういった適正な発電事業を

行っていただくためのルールづくりという形で，今回の御提案させていただいてい

るところです。 

それから，軽微な変更など，細かいところにつきましては，今回，条例に関する

部分ということで素案として出しておりますが，当然ながら，細則等で，細かいと

ころのルールというのは規定をしていくところです。次の段階で，その辺りも含め

て出せればと思っています。この段階では，素案という形で御理解をいただければ

と考えています。 

それから，罰則の過料について，先行している他県の条例などを見ますと，行政

罰でできる最高が，過料であれば５万円だというところが１つあります。また，他

県との比較でも同じような流れになっているというところが１つあります。 

実効性があるのかというところに関しましては，金額が少ないというところがあ

るのかもしれませんが，事業者にとりましては，そういった罰則があるということ

を以って，抑止効果というものが非常に大きいのではなかろうかと考えておりまし

て，そういった効果を我々としては見込んでいるところです。以上でございます。 
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和田山会長  どうもありがとうございました。他にございますでしょうか。 

吉田委員  経過措置等で，数年スパンでの施設状況の定期的な届け出の提出を求めたりする

のか，というのと，あとは，外部機関を使うなどして第三者の定期的な調査を行う

のか，教えていただければと思います。 

 

菊地室長  事業計画自体は，太陽光は大体２０年ぐらいが基本で行っているところだと思い

ますので，今回，維持管理計画出してもらって，補修などの手続きをとっていただ

きます。或いは，何かしら事故などがあれば報告等をいただき，また，違反などあ

れば，行政で指導ができるという項目を設けていますので，そういったところで県

として関与していきたいと考えています。一律に調査というのはまだ考えていませ

ん。 

 

和田山会長  他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

今回の条例の目的というのは，要するに，知らないうちに施設ができているとい

う，地域住民との問題というのが念頭にあるんだと思いますので，今御意見があっ

たような，あらかじめ説明するに当たって，時期的なものをどのように担保してい

くのか，タイミングは非常に重要だと私は思いますので，その辺りも検討していた

だけると良いかと思いました。それでは，審議事項②についての御意見どうもあり

がとうございました。 

 

［その他］ 

 

和田山会長  それでは，その他につきまして，事務局からは何かございますでしょうか。 

 

菊地室長  事務局からは特段ございません。 

 

和田山会長  全体を通じて，その他委員の方からございますでしょうか。 

それでは，以上をもちまして，本日の議事を終了したいと思います。皆さん，御

協力どうもありがとうございました。事務局に司会をお返しします。 

 

［閉会］ 

 

司会  和田山会長，大変ありがとうございました。 

それでは，以上をもちまして，宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進

審議会を閉会とさせていただきます。 

なお，次回の審議会につきましては，５月頃の開催を予定しております。 

本日は，長時間にわたり御議論いただきまして，ありがとうございました。 


